
令和６年５月１４日 
担当 都市政策部 

質  問  回  答  書 

 
 「令和６年度 東大通道路空間再構築基本方針検討業務 委託業者選定プロポーザル実施要領」

に基づき、質問事項について、下記のとおり回答いたします。 
 

記 
 
NO. 質 問 事 項 回 答 

1 ■実施要領５（2）④⑤⑥の書類について 

・共同企業体での参加の場合、全構成企業に

ついて必要でしょうか。 

・全構成企業について必要です。ただし、新

潟市の入札参加資格者名簿に登録されて

いる構成企業については不要です。 

２ ■実施要領５（3）⑤企画提案書について 

・枚数に制限はないという認識で良いでしょ

うか。 

・枚数の制限はありません。 

３ ■様式 1-1 及び様式 2 の「押印」について 

・様式 4 の質問書には“印マーク”があり

ますが、本様式では“印マーク”がありま

せん。押印不要ということでしょうか。 

・押印は不要です。 

４ ■提案様式 3 の「所有資格」について 

・所有資格を証明する写しは不要ということ

でよろしいでしょうか。必要の場合は、正の

1 部となるでしょうか。 

・管理技術者の所有資格については、正本の

1 部に証明する写しを添付してください。 

５ ■提案様式 3 の「手持ちの業務状況」につ

いて 

・手持ち業務の契約金額は、制限（例えば

500 万円以上など）があるのでしょうか。 

・契約金額の制限はありません。 
・主要な業務について記載してください。 

６ ■提案様式 4 の「業務実績」について 

・受託年度も同様に、実施年度の制限がある

のでしょうか。 

・また、業務実績を証明する写しは不要とい

うことでよろしいでしょうか。 

・受託年度の制限はありません。 
・また、業務実績を証明する写しは不要です。 



７ ■プレゼンテーション審査について 

・審査の際の説明時に提出書類以外の資料

（プレゼンテーション資料）の使用は可能で

しょうか。 

・説明の範囲は⑤企画提案書、⑥業務計画（ス

ケジュール）でよろしいでしょうか。 

・各提案者提出の提案書に基づくプレゼンテ

ーション審査となりますので、追加提案と

なるような内容は認められませんが、提案

書の記載事項を説明するためのプレゼン

テーション資料の使用は可能です。 
・説明は、②業務従事者一覧、③業務従事者

の経歴、④類似業務等実績一覧、⑤企画提

案書、⑥業務計画（スケジュール）、⑦経

費見積書の範囲から、必要な内容について

説明してください。 
８ ■有識者の招聘について 

・有識者（３名程度）への謝金は必要でしょ

うか（謝金を経費見積書に含める必要があり

ますでしょうか）。 

・有識者の招聘に係る謝金は、本業務に含む

ものとします。 

９ ■デザインミーティングや検討会議の会場

について 

・市の施設の無償提供等はありますでしょう

か（会場確保のための費用を経費見積書に含

める必要がありますでしょうか）。 

・市の施設が空いている日時であれば、無償

提供は可能です。 

10 ■検討会議の構成メンバーについて 

・人数の上限はありますでしょうか。 

・構成メンバーへの謝金は必要でしょうか

（謝金を経費見積書に含める必要がありま

すでしょうか）。 

・上限の設定はありません。 
・謝金が必要な構成メンバーを入れる場合、

支払う謝金は本業務に含むものとします。 

11 ■新潟市から提供可能な人流データについ

て 

・提供データの取得可能な期間、項目、提供

形式等のデータの仕様についてご教示を願

います。 

  

【提供データの取得可能な期間】 
・2018 年 1 月 1 日から直近 3 日前まで。 
【項目】 
・指定エリアの通行人口（徒歩・自動車） 
・滞在人口 
・属性（性別、年代、居住地、勤務地） 
【データの仕様】 
・エクセル形式で提供します。 

 
以上 


